
突然真夏日のような暑さが来たと思えば長雨、局部的な大雨など、全世界的に 

異常気象に見舞われており、季節感がなかなかつかめませんね。体調にはくれ 

ぐれもお気を付け下さい。 

講習の様子
掃除の様子 法的保護講習

評価試験練習

町内会清掃参加 石狩鍋づくりを体験
成績優秀者を表彰

ゴミ分別を学習

新施設になってから1年が経ちました 

201４年   号 

昨年 6月に新施設へ転居してから、丸一年が経過しました。これまでの間約

200 名近い実習生を受け入れ、各企業へ送り出しています。 

現在、講習を主に担当するのは日本語教師経

験者。母国語のできる相談員もおり、勉強面及

び生活面の不安も解消しています。 

食事、掃除はすべて当番制。終了後はチェック

をし、ダメなところはやり直しなど、日本の衛生

状況に慣れるように日々指導しています。 



日本語能力検定試験が実施されます 

第 14回通常総会を開催しました

当組合の母国語相談員として張雯（ﾁｮｳﾌﾞﾝ）職

員を採用しました。集合講習時の生活指導を含

め、実習生のよきアドバイザーとして、監理体制

の充実を図ります。

6 月 9 日、当組合施設にて第 14 回通常総会を開催いたしました。平成

25 年度決算報告、平成 26年度予算等について審議され、承認となりま

した。 

なお、ベトナム人受け入れについて実例を含めた報告を行いました。参

加された皆様からも関心の高さが覗えました。

理事長挨拶 ベトナムについて報告 伊藤弁護士より法律説明

毎年 7月と 12 月の第一週日曜日に日本語能力検定試験が実施されます。

この試験は外国語を母国語とする外国人対象の試験です。この試験に合

格すると日系企業の就職に有利になる、日本へ留学の際の証明になる等、

日本語就学者として公的な証明となります。 

では、どのような内容か簡単に紹介いたします。 

N1 （一級）の

問題例です。 

ぜひチャレンジ

してみまし ょ

う！N 

大連出身の張雯（ﾁｮｳﾌﾞﾝ）で

す。これからよろしくお願いし

ます 



法律コラム 第６回目 

法律事務所便り  ～就業規則のチェックポイント②時間外労働 

   サッカーワールドカップブラジル大会が盛り上がりを見せています。ひいきのチームがリ

ードしていればロスタイムが長く感じられ、リードされていれば短く感じられますから、時間

は不思議なものです。 

   従業員にとって労働「時間」は重要です。時間外労働を長く感じる場合もあれば、少々の

時間外労働は手当面から歓迎、というケースもあるかもしれません。 

   近年では、未払残業代をめぐる紛争が多発し、裁判所に持ち込まれることも珍しくあり

ません。 

 時間外労働は明示的な命令に基づく場合のほか、黙示の命令によっても実施され、割増

賃金支払の対象です。ダラダラ残業は効率が低下するばかりか、割増賃金の増大を招きま

すし、健康問題に発展することもあります。ダラダラ残業をなくすひとつの方策として、時

間外労働を許可制として就業規則にも定めておくことが考えられます。 

適切な労働時間管理が求められています。時は金なり、です。 

あお葉法律事務所 弁護士 伊藤 絢子 

近頃東京オリンピック開催による労働者不足から技能実習制度が大きく取り上げられ、新聞 

紙面からも世間の注目が大きくなっているのを感じます。中国の経済成長もありますが、世 

界情勢が急変している渦中なのでしょうね。時代の波に取り残されないよう、海事協職員一 

丸となって流れに乗って行きたいと思います！ 今回の担当は佐藤でした。 

言語知識（文字・語彙・文法）読解、聴解が主な試験問題ですが、この中で

も聴解問題が一番難しいそうです。聴解は独学で勉強しても上達には時

間がかかりますので、日頃の日常会話で耳を慣らすことが効果的です。  

正解は３，２，１です。 

なかなか難しいで

すね～！ 


